
農林水産委員会会議会議記録 

 

                         農林水産委員長  後藤 慎太郎   
 

１ 日 時 

   令和４年３月１７日（木） 午後１時２９分から 

                午後４時３２分まで 

 

２ 場 所 

   第３委員会室 

 

３ 出席した委員の氏名 

   後藤慎太郎、阿部長夫、古手川正治、元吉俊博、成迫健児、守永信幸、尾島保彦 

 

４ 欠席した委員の氏名 

な し 

 

５ 出席した委員外議員の氏名 

戸高賢史、堤栄三、小川克己 
 

６ 出席した執行部関係者の職・氏名 

   農林水産部長 佐藤章 ほか関係者 
 
７ 会議に付した事件の件名 

   別紙次第のとおり 
 

８ 会議の概要及び結果 

（１）第１号議案のうち本委員会関係部分、第７号議案から第９号議案まで及び第３１号議 

案から第３３号議案については、可決すべきものといずれも全会一致をもって決定した。 

継続請願１２については、継続審査とすることを全会一致をもって決定した。 

（２）第２１号議案については、可決すべきものと総務企画委員会に回答することを全会一 
致をもって決定した。 

（３）第３次有機農業推進計画の策定について、第１３次鳥獣保護管理事業計画について、 

  大蘇ダムの状況について及び令和４年度に向けた大分県農協の営農指導体制について、 
  執行部から報告を受けた。 

 

９ その他必要な事項 

   な し 

 

１０ 担当書記 

   議事課委員会班    主任 飛鷹真典 

   政策調査課政策法務班 主幹 清水恵子 
 



農林水産委員会次第 
 

日時：令和４年３月１７日（木）１３：３０～ 

場所：第３委員会室            

 

１ 開  会 

 

 

２ 農林水産部関係                    １３：３０～１５：５０ 

（１）合い議案件の審査（付託委員会：総務企画委員会） 

第 ２１号議案 大分県使用料及び手数料条例の一部改正について 

（２）付託案件の審査 

   第  １号議案 令和４年度大分県一般会計予算（本委員会関係部分） 

第  ７号議案 令和４年度大分県林業・木材産業改善資金特別会計予算 

   第  ８号議案 令和４年度大分県沿岸漁業改善資金特別会計予算 

第  ９号議案 令和４年度大分県県営林事業特別会計予算 

第 ３３号議案 大分県営土地改良事業分担金等徴収条例の一部改正について 
第 ３１号議案 令和４年度における農林水産関係事業に要する経費の市町村負担 

について 

第 ３２号議案 権利の放棄について 
継続請願 １２ コロナ禍による米の需給改善と米価下落の対策の意見書の提出に 

ついて 
（３）諸般の報告                        
   ①第３次有機農業推進計画の策定について 
   ②第１３次鳥獣保護管理事業計画について 
   ③大蘇ダムの状況について 
   ④令和４年度に向けた大分県農協の営農指導体制について 

（４）その他 
 
 
３ 協議事項                        １５：５０～１６：００ 

（１）その他 
 
 
４ 閉  会 
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別 紙 

会議の概要及び結果 

 

後藤委員長 ただいまから、農林水産委員会を

開きます。 

 本日は、委員外議員として戸高賢史議員、堤

栄三議員、小川克己議員が出席しています。 

 ここで、委員外議員の方にお願いします。発

言を希望する場合は、委員の質疑の終了後に挙

手し、私から指名を受けた後、長時間にわたら

ないよう、要点を簡潔に御発言願います。 

 なお、進行状況を勘案しながら進めるので、 

委員外議員の皆さんは、あらかじめ御了承願い

ます。 

 本日審査いただく案件は、総務企画委員会か

ら合い議のあった議案１件及び付託を受けた議

案７件、継続請願１件です。 

 この際、案件全部を一括議題とし、これより

審査に入ります。 

 初めに、合い議案件の審査に入ります。 

総務企画委員会から合い議のあった、第２１号

議案大分県使用料及び手数料条例の一部改正に

ついて、執行部の説明を求めます。 

梅木畜産振興課長 お手元の農林水産委員会資

料の１ページをお願いします。 

 第２１号議案大分県使用料及び手数料条例の

一部改正について、御説明します。 

 今回の議案は、家畜伝染病予防事務に係る手

数料を定めた別表第三について、家畜伝染病予

防法の一部を改正する法律及び同法施行規則等 

の一部を改正する省令が令和２年７月１日より

施行され、家畜疾病の名称が変更されたことを

受け、本条例別表第三の家畜伝染病予防事務に

係る手数料の名称を変更するものです。 

後藤委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。どなたかあります

か。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

後藤委員長 委員外議員の方は、御質疑はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

後藤委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

より採決します。 

 第２１号議案について、本案のうち本委員会

関係部分については、原案のとおり可決すべき

ものと総務企画委員会に回答することに、御異

議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

後藤委員長 御異議がないので、本案のうち本

委員会関係部分については、原案のとおり可決

すべきものと総務企画委員会に回答することに

決定しました。 

 次に、付託案件の審査に入ります。第１号議

案令和４年度大分県一般会計予算のうち、本委

員会関係部分について、執行部の説明を求めま

す。 

井迫農林水産企画課長 第１号議案令和４年度

一般会計予算案のうち、農林水産部関係予算に

ついて御説明します。 

 お手元の令和４年度予算概要の３ページを御

覧ください。 

 農林水産部の当初予算案の総額は、左から２

列目予算額（Ａ）のうち、列の中ほど計欄にあ

るように６２７億４，２８１万８千円です。 

前年度と比較すると、右から２列目の前年度対

比（Ａ）―（Ｂ）にあるように３億７，４１７

万７千円の増、率にして０．６％のプラスとな

っています。 

 これは、農業総合戦略会議を踏まえ、積極的

に予算計上したことに加えて、令和２年７月豪

雨で被災した由布市高津原地区の水路等の復旧

工事の受託や、第４５回全国育樹祭の開催経費

を計上したことなどによるものです。 

 公共事業費については、うち公共の欄にある

とおり、２９８億９，２２２万９千円です。前

年度と比較すると、右から２列目の前年度対比

（Ａ）―（Ｂ）にあるように８億６，５４２万

５千円の増、率にして３．０％のプラスとなっ

ています。 
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 これは、災害復旧事業費について、過年度災

害分の事業費が４億６千万円の増となることな

どによるものです。 

 次に、個別事業の説明について、先日の予算

特別委員会で説明をしていない事業の中から、

主要なものを説明します。 

 予算概要の５７ページをお開きください。 

 上段の、産地が取り組むファーマーズスクー

ル等支援事業費９９８万円です。 

 担い手の確保育成には、産地自らが目指すべ

き目標を掲げ、しっかり発信するとともに、新

規就農者の技術習得から生活支援まで、責任を

もって支えていくことが重要です。このため、

県では、その方針を示した産地担い手ビジョン

の作成を推進しています。この事業では、産地

担い手ビジョンに基づき、設置されるファーマ

ーズスクールや就農学校の設置運営に係る経費

等を支援します。 

 次に、６３ページを御覧ください。 

 一番上の段、農業活性化・スタートアップ圃

場設置事業費７,７８９万２千円です。 

 この事業は、移住後の速やかな就農や、兼業

での就農を希望する方など、多様な担い手を確

保・育成するため、市町が行うリース方式の圃

場の設置を支援するものです。令和４年度は、

２か所において、圃場を設置する予定としてい

ます。今年度は、最初の事例として、竹田市菅

生に圃場を整備しており、先週の１１日に開所

式を行ったところです。トマト、ピーマン、ス

イートコーン等の圃場に、３組５名と企業２社

が入植しています。 

 続いてその下、中段の新規就農者経営発展支

援事業費２億４,３７５万円です。 

 この事業は、新規就農者や５年以内に経営を

継承する親元就農者の早期の経営確立を図るた

め、令和４年度から新たに設けられる国庫制度

を活用して、機械や施設の導入等を支援するも

のです。 

 次に、７６ページを御覧ください。 

 上段の水田農業構造改革推進事業費１億９，

３８８万３千円です。 

 この事業は、国の経営所得安定対策等制度に

関する経費を計上していますが、令和４年度は

これに加え、特別枠として、農地の出し手や畑

地化の担い手のさらなる確保に向けた、水田経

営体に対する営農意向調査を実施するほか、水

田畑地化を行う際に、導入品目に応じた必要な

条件整備を行うため、あらかじめ土壌調査を行

う経費を計上しています。 

 次に、８５ページを御覧ください。 

 上段のＴｈｅ・おおいたブランド流通販売戦

略推進事業費４，３１４万円です。 

 この事業は、県産農林水産物の販売を促進す

るため、マーケットニーズに対応した販路開拓

に取り組むとともに、販売チャンネルの多角化

に向けて新商品の開発等を支援するものです。 

令和４年度は、ベリーツイメージ確立対策とし

て、一層のブランド向上に向け、情報発信を強

化するほか、かぼす振興協議会設立５０周年記

念事業として、有名料理人と連携した県内ＰＲ

イベントの開催などに取り組みます。 

 次に、９５ページを御覧ください。 

 上段の園芸産地づくり計画策定・推進事業費

２，９１１万３千円です。 

 この事業は、マーケットニーズに即した園芸

産地を育成するため、市町村等による園芸産地

づくり計画の策定及び推進に関する取組に対し

て助成するものです。販路開拓や先進地視察な

どの生産部会活動や栽培技術研修会、栽培実証

の取組などを支援するほか、土層改良推進対策

として、排水対策などを支援します。 

 次に、１０６ページを御覧ください。 

 上段のおおいた和牛流通促進対策事業費５，

９６１万３千円です。 

 この事業は、おおいた和牛の認知度向上と流

通拡大を図るため、小売店等に対して戦略的な

ＰＲ対策等を実施するものです。本年は１０月

に鹿児島県で全国和牛能力共進会が開催される

ことから、これを契機としたイベントの開催等

により、認知度向上を図ります。 

 次に、１５０ページを御覧ください。 

 一番上の段の木造建築物等建設促進総合対策

事業費３億５，１６７万円です。この事業は、

県産材の利用促進を図るため、非住宅建築物の
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木造化、内装木質化に要する経費に対し助成す

るとともに、県産材を活用した木造建築物の普

及に取り組むものです。令和４年度は、新たに

地域材利用モデルとなるような公共建築物や、

建築物木材利用促進協定を締結した事業者が建

設する建築物の木造化、内装木質化を支援する

ほか、東京オリンピック・パラリンピックの選

手村で使用された木材をベンチ等に加工するレ

ガシー創造事業に取り組みます。 

 次に、１５８ページを御覧ください。 

 しいたけ増産体制整備総合対策事業費１億１，

３９７万９千円です。 

 この事業は、しいたけ生産の合理化、省力化、

低コスト化を図るため、生産基盤や生産施設の

整備、原木の供給体制強化に向けた取組を支援

するものです。令和４年度は、国庫事業を活用

し、えのきたけの生産施設の整備も支援するほ

か、乾しいたけの生産分業化を図るため、ＡＩ

選別機の導入を支援します。 

 次に、１７１ページを御覧ください。 

 下段の早生樹等苗木増産支援事業費２，９５

１万４千円です。 

この事業は、県産材の持続的な供給体制を強

化するため、早生樹やスギ苗木の増産に必要な

施設整備等を支援するものです。 

令和４年度は、新たにコウヨウザンの苗木生産

を目的とした民間採穂園整備への助成などに取

り組みます。 

 次に、１８４ページを御覧ください。 

 鳥獣被害総合対策事業費７億９，３６７万９

千円です。 

 この事業は、野生鳥獣による農林作物被害の

軽減を図るため、集落全体で行う予防・集落環

境対策、捕獲対策、狩猟者確保対策、獣肉利活

用対策を総合的に支援するものです。野生鳥獣

による農林水産物被害は減少傾向にあるものの、

依然として、集落等の被害は深刻なことから引

き続き総合的に対策を講じます。令和４年度は、

新たにシカの生息管理に向けた牧草地での囲い 

罠技術の実証などに取り組みます。 

 次に、１９３ページを御覧ください。 

 上段の旧マリンカルチャーセンター施設等解

体事業費４億６５４万円です。 

 この事業は、大分県マリンカルチャーセンタ

ーの廃止及び地上権契約の期間満了に伴い、佐

伯市に土地を返還するため、施設等を解体する

ものです。また、解体工事の完了が令和６年１

月頃となるため、令和４年度から令和５年度ま

での債務負担行為として５億３，８９７万円を

設定しています。 

 次にその下、海洋環境保全型養殖推進事業費

４,５２８万４千円です。 

 この事業は、養殖ブリ類の安定生産を図るた

め、環境負荷を軽減した持続可能な養殖手法を

実証するとともに、海底環境の改善による赤潮

発生の抑止技術の確立に取り組むものです。廃

プラを排出しない、完全リサイクル型浮沈式養

殖生け簀を用いた沈下時における生け簀形状の

確認検証や、銅合金製の網の付着物軽減効果、

耐久性の検証などを行います。 

 最後に、１９４ページを御覧ください。 

 下段の全国豊かな海づくり大会開催準備事業

費５７５万１千円です。 

 この事業は、水産資源の保護や、海や河川の

環境保全の大切さを国民に訴えるとともに漁業

の振興と発展を図るため、令和６年度に本県で

開催する第４３回全国豊かな海づくり大会に向

けて、基本構想の策定等を行うものです。令和

４年度からは、漁業管理課内に全国豊かな海づ

くり大会準備班を設置し、大会成功に向け準備

を進めます。 

後藤委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。どなたかあります

か。 

尾島委員 予算特別委員会でもいろんな質疑が

出ていましたが、今回の令和４年度の農林水産

業予算は、昨年、農業総合戦略会議が発出した

大分県農業非常事態宣言を受け、いろんな取り

まとめをした元年にあたるわけです。知事も何

度も農業再生の最後のチャンスと言っており、

非常に注目される予算だと思います。戦略会議

のいろんな取りまとめを受けて予算を組んでき

たと思いますが、その中で、戦略会議をヒント

にしたという特徴的な事業があれば、お願いし
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ます。 

 それから、概要の冒頭に書かれているように、

大分県では農業産出額を付加価値を含めて創出

額ということで、令和５年を目標に設定をして

いますが、こういった目標を設定した以上は、

今年度の予算でこの目標にいくら近づける、来

年度でいくら近づける、そういったことが必要

だと思います。それは投資効果、費用対効果と

言えばいいのか、事業によって創出額をどのく

らい押し上がるかという計算を当然していると

思う。例えば、令和４年度農業創出額や産出額

はここに出てこないので、創出額をいくらぐら

い押し上げる予算になっているか分かれば教え

てください。 

井迫農林水産企画課長 総合戦略会議の関係の

特徴的な予算ということで御質問をいただきま

した。 

 今回つくった事業のうち、農業関係は基本的

に総合戦略会議の全てに関連すると言って差し

支えないと思っています。特に特徴的なものを

挙げよと言われたら、まず挙げられるのは、農

協の営農指導関係の事業で、予算特別委員会で

も個別に説明した営農指導体制強化事業だと思

います。 

 この事業は、総合戦略会議において、営農指

導力は農協の職員だけではなかなか難しく、そ

の部分は管内の篤農家、名人の農家を講師とし

て委嘱して、産地の指導に関わっていただいて

いるという大山町農協の取組が紹介されました。

それに総合戦略会議で集まった各農協がどうい

う取組なのか、ぜひやってはどうかと、非常に

興味を示しました。 

 そういった中で、それを県一円でやっていく

のではなく、県でも事業による支援を行うこと

とし、これはまさしく農業総合戦略会議があっ

たからこそ出てきた特徴的な事業の一つと考え

ています。 

もう一つ挙げるとすると、これも総合戦略会

議で議論が盛り上がったこともありますが、堆

肥広域流通・飼料生産拡大モデル事業が新規で

あります。やはり総合戦略会議で畜産の団体と

農業の団体のトップが同時に会したことが非常

に大きいと思います。耕畜連携の取組をより深

化させていこうという力強い議論もあり、事業

化に至ったもので、もちろん総合戦略会議の議

論の中でいろいろあったものを満遍なく拾った

ところではありますが、特徴的なものを御紹介

すると、いささか主観的にはなりますが、こう

いった事業が挙げられると思います。 

 続いて、創出額を達成する目標達成での機運

についての御質問ですが、率直にお答えすると、

やはり設定した目標を１００％達成するために

取り組んでいるので、どの程度といえば、当然

令和５年までに定めた目標を達成することで効

果を考えています。 

 また、実際これまでの目標との乖離に対する

指摘も含めての御質問と思うので、その点もあ

わせてお答えすると、目標に対する課題を深掘

りしていったのが農業総合戦略会議であると思

っています。ねぎ産出額の１００億円も細かい

議論を県庁内外、団体とも協力してやってきた

ので、今回の予算が最終的にどういう効果を見

込んでいるかというと、これまでは未達成であ

った部分も含め、施策のつくり込みを深めて、

創出額を完全に達成するためにつくり出した事

業になります。 

 今後実施する中で、様々な課題も出てくると

思いますが、それも含めて引き続き御議論、御

指導いただければと思います。 

尾島委員 特徴的な事業は分かりました。 

 今の創出額ですが、やはり年度ごとに目標を

定め、それに向けて取組をされていると思いま

す。農業は、例えば、米作だと天候に左右され

るし、野菜等も市況の動向というか、コロナみ

たいな社会的な情勢によって大きく変化するの

で、毎年一定の額が確実に計算できることはな

いと思います。少なくとも予算を組む以上は、

最初の年が令和元年から令和５年の間の予定に

なっているので、この年はいくらというのがあ

ってしかるべきだと思います。ちょっと言いに

くい部分もあると思いますが、私も引き続き農

林に残るので、また勉強させてください。 

 それでは、続けて一ついいかな。 

 １９３ページに生簀の件が出ていましたね。
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完全リサイクル型浮沈式養殖生簀。ちょっと生

簀で思い出しましたが、昨日も地震があって津

波が発生したようです。特にこの前のフンガ・

トンガ海底火山の爆発では遠路日本まで津波が

到達して、そのときに養殖生簀のいかだが乗り

上げたような映像を見ました。当然アンカーを

取っていると思いますが、ああいう生簀同士の

乗り上げがあるということは、場合によっては

生簀が流されたりして船の往来に支障を来すと

か、事故の原因になることも考えられます。今

まであまり聞いたことがないですが、生簀のア

ンカーはどういう状況で、県がどういう指導を

しているか、その点が分かったらお願いします。 

大屋水産振興課長 一般的に生簀は、方塊とい

ってコンクリートの塊を海の下に沈めておいて、

そこからロープで、海面にある生簀とつないで

います。 

尾島委員 分かりました。 

 そのロープ、場合によってはワイヤーを使っ

ていると思いますが、やはり経年変化で劣化す

るので、そういった点検の義務付けも行われて

いますか。 

大屋水産振興課長 義務付けまではないですが、

漁業者はそれを定期的にチェックしながら、自

分たちで替えられる部分は替えたりとか、そう

いったことをやっています。 

元吉委員 議案には直接関係ないですが、これ

はメゴチの写真です。（写真を示す）コチね、

実際、ヌメタレゴチですね。この真ん中に白く

引いているのが爪ようじですが、この前、実は

もらって帰って、から揚げにしてもらって食べ

たらものすごくうまいですが、多分これは底引

きで取れたものだと思います。管理漁業という

意味で底引きにも乗らせてもらったことがあり

ます。実際に養殖漁業にはいろんな意味で力を

入れていると思いますが、沿岸漁業でこういっ

た資源の管理について何か方策を練っているの

かをひとつ聞かせてください。本当に底引きの

漁業者がこれを取りたくて漁に出ているわけで

はないですが、時期によったら、これがぼっと

集まったところを取ってしまうということだと

思います。 

 １年後になると、このくらいのカレイやらコ

チやら、これは多分２年後だと思いますが、こ

ういったものが根こそぎ底引きに入ってくる。

漁師に言わせると、船に揚がったものを出して

も全部死ぬんですよね。一遍に引き揚げて、圧

が違うものですから。けれども、何かの形で魚

礁を入れるなり、こういう稚魚というか、小さ

いものを保護できる施策は必要だと思っていま

す。 

 特に稚魚を育てていく遠浅の地域について、

もう少し検討して保護地域をつくるなり、魚礁

を入れるなりやってもらわないと、枯渇するの

は当たり前だと思います。 

 ただ、これは底引きの漁師が悪いわけではな

いので、例えば禁漁区間を設けるとか、メゴチ

でしたら、保護するためにこの期間は底引きに

は行かないでくださいよと。ただ、それに対し

て補償をセットにして稚魚の保全を考えないと、

沿岸漁業が全く成り立っていかない。もちろん

水温が高くなったり、いろんな問題があると思

いますが、根こそぎ取ってしまう、取れてしま

う現状について、もう少しシーズンや魚種も含

めて細かいデータ取りをして、保護すべき点は

保護すべきではないかと思います。ただ、その

点について、あまり委員会とか議会でも具体的

な内容を聞いたことがありません。その辺が今

どうなっているのか、あるいは調査ができてい

るのか、教えていただければと思います。 

大屋水産振興課長 お答えします。 

 現在、漁業者の皆さんは小さな魚を放流して

います。調査については、水産研究部北部水産

グループがやっています。 

 委員御指摘のとおり、やはり小さい魚を保護

していかなければならないので、クルマエビと

か主要な魚種については何センチ以下は取って

はいけないという委員会指示などの公的規制が

あります。それとは別に、各漁協は各支店ごと

に資源管理計画をつくっています。また、保護

する必要があるとなれば、まずは漁業者でそう

いった計画の中に記載して守っていきます。 

 そして、クルマエビとかマコガレイとかの主

要な魚種について自主的に放流される場合は、
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さきほど申した資源管理計画とか法的規制をか

ける、さらにはもっと厳しいものを自分たちで

決めてやるときには、県が上乗せして放流量を

増やしています。 

元吉委員 漁師が取りたくて取っているわけで

はないんですよ。自然に入ってくるんです。夏

になるとクラゲが入ってくるので、全く網に隙

間がない状況です。 

 私が言いたいのは、海の中のことだからよく

分かりませんが、例えば小さいメゴチが集まっ

ている時期があると思うんですよ。だから、そ

ういうところをもう少し研究して、この時期は

ここでは底引きを遠慮してください、その代わ

り補償を出しますと。放流とかではなく、自然

の中で育ってきたものがごっそり集まったとこ

ろにたまたま底引きが入ってきて取り上げてし

まう。底引きの人もこんなもの取りたいわけで

はないです。揚げたら全部海に戻したいんです。

ところが、ほとんど死んでだめなんです。私も

底引きに何回か乗って連日見ています。だから、

浅海も含めて研究した上で、時期的にこのエリ

アは底引きはやらないでください、その代わり

何らかの補償をすることでも、資源管理という

意味ではやっていかないと本当に枯渇するので

はないかなと思う。自然に生まれて育っていく

稚魚たちの保護に効果がある時期を、もう少し

研究すべきではないかなと思っています。ぜひ

お願いします。 

守永委員 まず、さきほど尾島委員からの質問

でもありましたが、農協の営農指導体制につい

ては２６ページの営農指導体制強化事業費がそ

れにあたると思いますが、３年度までは予算が

付いていなくて、新たに付けられる形にはなり

ますが、基本的には農協の指導員との連携その

ものは、これまでも普及センター等で取り組ま

れてきたと思います。それを引き抜いた形にす

ることで従来とどう変わるかですが、さきほど

の説明では、農協が行う技術力の高い生産者を

活用した栽培講習や巡回指導等の取組に対して

助成をすることがそれにあたると思います。県

下全域で一斉にスタートする形なのか、モデル

的にどこか、何かの品目でスタートを切るのか、

その辺の取組方はどうなのかと、やがては全体

的に農協の指導員が篤農家と協力しながら展開

をしていくことにシフトするのかを教えていた

だきたいと思います。 

 それともう一点、どこに載っていたかページ

数は忘れましたが、かぼすに関して県内ＰＲイ

ベントをするという話があったと思いますが、

県内ＰＲイベントでいいのかなということと、

県外で、これまでも東京とかにＰＲイベントを

打ちながら、どこで買えるのかに対してきちん

と答え切れなかったことが昔から言われてきま

した。それに対する対応策として、これまでに

取り組まれたことがあるのかどうか教えてくだ

さい。 

信貴団体指導・金融課参事 最初に、営農指導

体制強化事業費について御説明します。 

 ３５６万１千円で何をするのかですが、県農

協やそれ以外の大分大山町農協、べっぷ日出農

協もそうですが、生産部会の中で主体的に生産

振興していく取組として、部会の中で非常に技

術の高い篤農家を推薦していただいて、それを

農協が委嘱する形で技術の高位平準化と言いま

すか、落ちこぼれをなくしていく取組です。 

 特にこれから先、担い手を確保していこうと

新規就農者がいっぱい入ってきますが、新規就

農者は最初は技術がないので、篤農家がしっか

り技術を教え、部会として盛り上げていく取組

で、当然一斉に全部の部会ができるわけではあ

りません。まず、モデル部会として県農協では

短期集中支援品目の４品目、４部会を中心にや

っていくことになります。例えば、大山町農協

では、地域品目である梅やスモモなどの取組に

なるでしょうが、そういう部会でしっかり取り

組んだ成果を横展開して広げていく形になると

思います。 

上田おおいたブランド推進課長 それでは、か

ぼすについてお答えします。 

 かぼすは大分県産が９９％で、県外にもしっ

かりＰＲしていかなければいけません。来年度

の予算についても、その分はベースとしてやら

せていただくことに加え、ちょうどかぼす振興

協議会が５０周年になるので、生産者の意欲喚
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起も含めてＰＲしたいところがありました。 

 令和３年については、かぼすの通販はだいぶ

ＪＡと一緒にやりましたが、結構販売ができま

した。そのため、そういった取組は、今後の青

果市場からの販売に加え、必要な方に届けるこ

とでしっかり位置付けをさせたいと思います。

今回の大会の中にも、そういったことの基調講

演をいただける方をベースに考えたいと思って

います。 

守永委員 ありがとうございます。 

 かぼすについては、昔から様々な課題に対し

てどう取り組んでいくかとの議論があったと思

うので、とにかく知ってもらう、一回使っても

らって好きになってもらう、それをどこで買え

るかという情報をきちんと伝えていくことが大

事だと思います。ネット通販の話もありました

が、個人消費であればそういう形で展開できる

でしょうし、料亭なり高級食材を提供するとこ

ろが興味を持って、どこと大量に取引できるの

かという興味まで持つように展開できばいいと

思うので、よろしくお願いします。 

 それから、農協の指導員に関しては、とにか

く篤農家の技術を周囲に効率よく伝えていく取

組と、篤農家の皆さんに研究センターからいろ

んな情報も提供していく、篤農家と研究機関と

がお互いに情報のやり取りをしながら、さらに

磨いていくことも大事だと思うので、そういっ

た取組もあわせてやっていただきたいと思いま

す。 

 あと農協の職員がどれだけ意欲を持って農家

に呼びかけるか、姿勢そのものを農家が見てい

ると思うので、産地をよくしていこうという農

家の思いとあわせて、それを支援できる指導員

も育てていただければと思います。よろしくお

願いします。 

阿部副委員長 質問というよりも要望になるか

と思いますが、予算書の中に水産業関係はこれ

だけの厚さしかないんですよ。農業はこれだけ

あるわけです。当然食に占める農業の割合は高

いので、自給率を高めるために大事なものであ

ることは十分認識しているし、農業には手厚い

政策補助等がついていますね。 

 かたや漁業については、魚は自給率が非常に

低く、輸入に依存しているのも十分理解をして

います。しかし、このままであれば、さきほど

元吉委員が話をされたように、メゴチとかも小

さいときに取られてしまい、全然育たなくなる。

それから、魚種でいえば、タチウオも以前相当

取れたのに全然取れなくなってしまっている。

これをこのまま放っておいたら、漁業者は取れ

んから漁業をやめるとか、後継者が育たない、

生活できないとなってしまうので、こういう構

造を何とかして行政が政策で沿岸漁業を守って

いく、育てていく視点がものすごく大事ではな

いかなと思う。 

 もちろん、沿岸漁業だけで食を満たすことは

できないと思います。県南は養殖漁業が盛んで

すから残っていくと思いますが、漁船漁業をど

うやって守っていくかですね。 

 今、国東に種苗センターを２１億円かけてつ

くっていますが、魚を育てて、取る人がいなく

なる、後継者がいない、育っていないという問

題を行政がもっと指導して、漁船漁業者を守っ

ていくところに力を入れてもらいたいと思いま

す。 

中野審議監には、この前予算特別委員会のと

きに答弁いただきましたが、景平審議監は出る

場面がなかったので、漁船漁業の振興とタチウ

オの件について、景平審議監にこれまでの長い

行政経験の中での思いを聞かせてもらえればと

思います。 

景平審議監 貴重な機会を与えていただきあり

がとうございます。 

 漁船漁業の衰退がなぜ起こっているか。資源

は多少減っているにしても、漁業者自身が減っ

ているから、本来は一人当たりの魚の数は増え

ています。その中で、なぜ漁船漁業が衰退して

いるかというと単価です。以前と比べて魚の単

価が下がっています。これは、それぞれの魚種

に当てはめてみると上がっている魚種もあると

は思いますが、総体的に下がっています。そこ

に大きな問題があると思います。 

 この問題には、流通の問題が深く関わってい

ます。市場外流通、要は量販店向けの流通が増
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えていて、価格のグリップは完全にマーケット

が持っています。市場だったらせり上がってい

きますが、市場外流通が中心の現在においては、

やはり漁船漁業はロットもそろわないし、非常

に難しいと思います。私は、この問題の解決は、

後継者の問題も含めてですが、いかにして価格

を上げていくかという取組にかかっていると思

います。 

 さきほどの元吉委員の資源に関することにつ

いては、今の公共事業の考え方というのが、も

ともとは魚礁を設置して効率よく取るのが基本

的な施策でした。今は面的なそれぞれの生態に

合わせて、いろんな魚種があり、その魚種がど

こで卵を産むか、どこで育つかを考えた上でい

ろんな公共事業を行っています。 

 だから、基本的に今一番多い予算としては、

藻場を生やしたり、稚魚の餌になるような餌生

物が増えるような増殖礁を、いかに効率的に配

置するかに大きく転換しています。 

 漁業者の方にはなかなか伝わりにくい話であ

り、特に資源管理計画とかで漁業者に一定程度

の制約をするときにはそのことを伝えているの

で、行政としても積極的に勉強の機会を増やし

てもらうようにもっと伝えていきたいと思って

います。 

阿部副委員長 漁業者から値段が非常に安いこ

とはよく聞きます。それと、流通が一本化され

ていないと。漁協に全て品物を納めるかという

と、そうではない部分もあるようなので、その

辺の指導を漁協と話をし、それから漁業者と行

政の３者で何とか振興につながるように資源の

管理も含めてやっていただければと思います。

よろしくお願いします。 

後藤委員長 では、私からいくつか質問します。 

 今まで発言のあった件に関連するものもあり

ますが、来年度予算で気になっていると言うと

変ですが、皆さんに一緒に考えてもらいたいな

と思っているのが何点かあります。 

 例えば、さきほどの普及員の件ですが、今年、

ＪＡにいろんな問題もあって行きました。ＪＡ

大山にも委員会で行き、恐らく委員会でＪＡ大

山に行ったことはなかったのではないかと思い

ますが、本来の農協の形は、ああいう大山の形

だとずっと感じていたので、普及員の在り方と

かを委員の皆さんと一緒に見たつもりです。 

 ＪＡの普及員の中で私は何度か言わせていた

だきましたが、ＪＡ自体の職員採用のときにな

かなか専門職員で入れられないのと、信用組合

や共済組合とかに行ってしまうのがあって、組

合員との信頼関係が築きにくい点が農協の弱さ

だと思っています。 

 その中で、県の普及員は本当に優秀で、一生

懸命な方が多いものですから、どちらかという

と県の普及員が農業者の信頼を得ていたのでは

ないかと今も感じているし、そうだろうと思っ

ています。もし予算が取れるのであれば、普及

員のＯＢがＪＡに行って、ＪＡと一緒に県の産

出額に貢献するような指導の在り方が早いし、

分かりやすいのではないかなと思っています。

若い普及員は県でしっかり普及員を育てていた

だいて、ＪＡにはＯＢの方に頑張っていただけ

るような体制づくりが、結果お金を使わなくて、

農業振興に役立つのではないかと個人的に今も

思っているし、そうあってほしいと多分農家も

思っているのではないかと思います。今回もＪ

Ａの異動を見ましたが、広域異動で現場の農業

者との関係性を築くのは難しいだろうと思って

いるので、誰かまたそれに答えていただければ

と思います。 

 それから海洋資源ですが、今生物多様性と言

われていて、レッドデータブックをつくるのは

とても難しくなっている。それは、教育が大事

だと思っていて、食卓に上がるもの、大分県の

資源がどうなっているかを、大人もそうですが、

子どもたちも分からないといけないと思います。

それから、そもそも農産物がどうできて、海の

ものは何が食べられるかとか、そういうことを

知らない子どもたちも多いので、子どものうち

から教育――いわゆる食育のところで自然環境

の教育をした方が、食べ残しやフードロス問題

への効果もあると思います。 

 それから、私の持論で林業の関係になるかも

しれませんが、大分県は海洋森林環境税をつく

るべきだというのがあります。山から海にずっ
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とつながっているのもあると思いますが、これ

から２０５０年の農業の現場は、カーボンニュ

ートラルや経済の活性化とかも含めてですが、

カーボンプライシングとか企業から求められて

いるものが結構あると思うので、そういう場所

を部局横断的にやっていかないと、ただ産出額

を増やすだけでは意味がないと思います。漁業

者にも林業者にも農業者にも、年を取ってそう

いう生活をしている人の方が知らないことが多

い世の中ですから、みんなで２０５０年に向け

て努力していくのが我々地球に住む者の義務で

はないかなと、この１年間を通して感じていま

す。 

 産業としての農業はもちろん大事ですが、自

然環境のための脱炭素に向けて、部局を挙げて

横断型でやっていただきたい思いもあるので、

少し長くなりましたが、今の三つについて答え

ていただければと思います。 

信貴団体指導・金融課参事 まず、営農指導員

のところです。 

 普及ＯＢの活用についてですが、現状、県農

協でいうと、既に各事業部、本店も含めて、少

なくとも１人は普及ＯＢが入っており、営農指

導活動に活躍しています。 

 具体的にどういう形の仕事をしているのかと

いうと、特に若い営農指導員を現場に一緒に連

れて回って、普及手法、テクニック等をしっか

り教えていて、それは非常に良いところです。

ただ、農協組織を見た場合、本来は自分のとこ

ろで人材を育成していくものなので、県農協で

は人材育成基本方針を新しく策定しています。

その中で営農指導員についてもキャリアコース

――どういう形で育成していくかをしっかり詰

めていこうと、２０代については基本的に営農

部門に主眼を置いて、適性を判断しながら年齢

を積み上げていく形で頑張っています。 

 また、研修についても、総合戦略会議の作業

部会の中でしっかり議論しており、来年度に向

けては営農指導員の能力向上に向けて技術研修

を充実させていく取組もしていきます。 

高野漁業管理課長 子どものうちからの食育と

いう観点ですが、水産関係ではいろんな団体、

例えば、県漁協、栄養士会、学校給食会、あと

水産加工業協同組合などを使って魚食普及をや

っています。 

 委員おっしゃるとおり、小さい頃から自然の

環境について教えることは非常に重要だと思い

ます。保育園で魚の格好をして教える取組もや

っているので、そういった中で重要性をこれか

らも訴えていきたいと考えています。 

吉川林務管理課長 カーボンニュートラルの御

質問がありましたが、おっしゃるとおり、カー

ボンニュートラルは農林水産業全てにおいて、

意識していくべきものと考えています。当然農

林水産部だけではなく、生活環境部や商工観光

労働部とも連携しながら、どこで何を減らして、

どこで何を吸収していくのかを議論していかな

いといけないと思います。 

 県の中ではその取りまとめを生活環境部がや

っていますが、当然我々としてもそこについて

はどうやって役に立っていくのか、一方で、成

長産業化という課題もあるので、そこのバラン

スをいかに取っていくのかはきっちり議論しな

がら、温暖化計画にも関わっていきたいと思っ

ています。 

後藤委員長 では、最後になります。 

 吉川課長のお話と整合性があるように話をし

たいと思いますが、例えば、フードマイレージ

という言葉を皆さん聞いたことがあると思いま

す。フードマイレージは、２０００年代の最初

の頃に出てきた概念的なものですが、途中で消

えて、最近になってまた復活してきた概念です。

今、ウクライナの問題で小麦がどうだとか言っ

ていますが、そんなものはもともと分かってい

る話で、当初から日本はフードマイレージとい

う概念が大事で、これが今でいうカーボンニュ

ートラルやカーボンプライシングにつながる話

だとずっと思って僕はやってきました。教育の

ところでいくと、フードマイレージという概念

が、子どもたちに何がどこでつくられ、どうや

って日本人の食卓ができているのか。それから、

産業としての農業、林業、水産業がどれだけ重

要だとか、税金を使って産業を創造することと

か、根本的なところが今言われるんだろうなと
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思っています。大分県は、そういうものを含め

て知事が脱炭素と言ったと、それから、我々議

員も含めてですが、職員の皆さんもその辺はし

っかり意識しながらやっていく必要があると思

っています。 

 例えば林地開発も、今、宅地造成だとか、要

は盛土、切土なんか大変ですが、一方では再エ

ネのことも言われています。私は再エネ推進派

です。それで、原発についても脱原発でなくな

ったらいいと思いますが、その分、再エネをし

っかりするために海や山は大事だと思います。

場合によってはソーラーシェアリングが必要だ

と思ってやってきているので、そういった観点

で令和４年度は部局横断的にしっかり論じてい

ただきたいと思います。これは要望になります

が、最後に部長から今の話についてお願いしま

す。 

佐藤農林水産部長 委員長おっしゃるとおり、

カーボンニュートラルもそうですが、農林水産

部、生活環境部、商工観光労働部、いろんな部

署でそれについてのセクションごとの考え方は

当然あります。私どもは確かに農林水産業の振

興がまず第一になりますが、それだけではない

と思っています。カーボンニュートラルもそう

ですし、フードマイレージの考え方もそうです

が、各々の職員がいろんなことの考えを持ち、

意識を高めていくことが大事になってくるのか

なと思っています。一つのこと、農業振興だけ

をやればいいのではなく、その裏にカーボンニ

ュートラルとか、周辺環境の保護とか、農業振

興をする上でいろんな環境がついて回っている

ことを職員が意識しながら自分の仕事をする。

そういった職員を育てていくことが大事になっ

てくると思っています。 

後藤委員長 ありがとうございました。よろし

くお願いします。 

 では、委員外議員の方は、御質疑はありませ

んか。 

堤委員外議員 さきほどの農業創出額の関係で、

先日、九州で最下位に落ちた話がありました。

県の担当者はそんなに悲観していないと、これ

から引き上げていくんだという回答もされてい

ますが、他県はそれ以上に奮闘されているとい

うことでしょう。そういう点では、いちごとか

トマトは若干増えてきていますが、特に米の創

出額が非常に激減している状況で、農林水産業

を総体的に引き上げていかなければならないと

思います。全体的にどうやって底上げをするの

か、いろんな手段を取るのは当たり前ですが、

根本的に農家をどうやって育成するのかとか、

家族農業をどうするんだとか、それは創出額と

いっても、実際には付加価値まで含めた創出額

なんですね。前は産出額でやっていたけど、創

出額を県としてやっていかなければいけない。

最下位になったところからどうやって巻き返し

をしていくのか、少し聞かせてください。 

井迫農林水産企画課長 大分県の農業の構造に

ついては、分析すると同じ結論が出ています。

農業全体で生産額が伸びているものは、大分県

に限らず、日本全体の傾向で見ると、園芸と畜

産です。 

 稲作は、どうしても全国共通で縮小傾向です。

そうすると、産出額の増減で明暗を分ける大き

な要因となるのが、農業の中で稲作割合の多寡

です。これは決して稲作を軽視する意味ではな

く、産出額という数値上の議論をするとそうな

っているので、あくまでもうかる農業で創出額

を確保していく観点では、園芸、畜産など伸び

るところをいかに伸ばすかだと思っています。

最下位になったことを踏まえ、他県を見ると、

園芸、畜産における優良な取組はあると思って

います。我々はそういったことも研究しながら、

また、大分県にとって何が最適かを議論するの

が総合戦略会議を中心とした議論なので、いか

に大分県の長所を伸ばしていくかだと思います。 

 もちろん、今後日本の人口減少などから米の

需要はどうしても減っていくので、園芸への転

換も必要ですが、稲作がなくなるかというとそ

ういうことではないと思います。それは従来か

ら取り組んできたようにより効率的な経営がで

きる構造改善を行い、底上げしていく意味では、

園芸と畜産の部分でいかにして伸ばしていくか、

それから、引き続き水田をいかに効率的に、継

続性の高い水田をつくることだと思います。そ
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ういった取組が主軸になってくると思うので、

総合戦略会議で作る側、売る側、それから、振

興する側が一堂に会して議論して、一体となっ

た取組を進めて、創出額、産出額を向上させて

いきたいと考えています。 

堤委員外議員 私は水稲は減っていくのが当た

り前ではなく、いい米を作って、そのためには

土地の改良とかをしながら、いかに産業的に伸

ばしていくかに観点を持って、全体を引き上げ

ていかないといけないと思っています。 

 来期は農林水産委員会に入りますから、また

議論していきましょう。 

小川委員外議員 まず、１０６ページのおおい

た和牛流通促進対策事業費の認知度向上に関し

て、第１２回の鹿児島全共でのＰＲ、あるいは、

県外の認知度向上対策で、ＰＲ大使等の起用や

イベントがあるので、これらの詳しい状況を教

えてください。 

 また、１０７ページの肉用牛担い手確保総合

対策事業費で、私ももうかる農業ということで

畜産に力を入れていますが、例えば、繁殖牛の

導入に対する上限があるのか。例えば、初期は

２０頭とか、１０頭とかがあるのかどうか。畜

舎等については、これを見ると当然初期投資で

あるようですが、繁殖牛の導入に対する上限が

あるのか教えていただきたい。 

 それから、９４ページの４品目、白ねぎ、ピ

ーマン、高糖度かんしょ、それからベリーツに

は、非常に力を入れていただいてありがたく思

っています。中でも高糖度かんしょ、サツマイ

モについては、私は自家消費程度ですから専門

的な知識はないですが、あまり消毒もしなくて

いい、肥料は全くやらなくていいので、これほ

どいいことはないと自分では思っていました。

しかし、この内訳を見ると基腐れ病の対策、土

壌消毒機の導入とかがあるようなので、私の認

識が不足しているのもあると思いますが、教え

てください。 

 それと、竹田の菅生は非常に農地が広大で作

りやすい場所と思っていますが、大蘇ダムの水

の状況が今どうなっているのか教えてください。 

 最後に、佐伯の蒲江のマリンカルチャーセン

ターですね。初期の建設費用が約８０億円で、

もう解体になったわけですが、私は大枠で解体

費用が約１０億円と聞いていました。しかし、

これで見ると４億数千万円みたいなので、安い

に越したことはないと思いますが、４億数千万

円で済むのか、それともまたほかの項目のとこ

ろで解体費用等があるのかどうか、教えてくだ

さい。 

梅木畜産振興課長 本年１０月６日から１０月

１０日の間、５年に１度開催される全国和牛能

力共進会が今年度鹿児島県であります。この共

進会は、生産者、農業団体等にとって農業関連

の最大の祭典ということで、ブランドのＰＲを

行う場所としては最高の舞台だと考えています。 

 これを契機として、今回取り組もうという内

容については、全共の開催中、会場に来られる

お客に対して試食のブースをつくり、おおいた

和牛を実食してもらって、おいしさのＰＲを行

いたいと思っています。 

 また、全共終了後には、大分市中心部で生産

者による凱旋報告会を兼ねて県民参加型の祝勝

イベントを行う。今まで関係者等は全共がどう

いうものかは分かっていましたが、県民はなか

なか分かっていなかったので、そういう成果を

あわせて県民に御報告する。また、おおいた和

牛の全共で３区、６区、７区で肥育牛の審査が

あるので、その中でよい成績、最高の成績を取

った牛をぜひとも県民の方に食べてもらって、

一緒におおいた和牛のすばらしさを知っていた

だきたいと考えています。 

 特に本年は、おおいた和牛が創設され、初め

ての全共なので、関係者と流通業者一丸となっ

てＰＲを進めていきます。 

本田畜産技術室長 肉用牛の担い手確保の関係

です。肉用牛の新規就農者の確保については、

新規で肉用牛経営を開始する独立就農の方につ

いては、３０頭の増頭計画の中で、１頭当たり

７５万円を上限ですが、４分の３まで助成する

ようにしており、手厚く支援をしています。 

 なお、既存の農家についても、個々の増頭数

に応じて、市町村と県合わせて１頭１０万５千

円を育成費用の支援でやっています。 
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牛島園芸振興課長 サツマイモについてお答え

します。 

 まず、サツマイモの基腐れ病ですが、今年の

２月現在で全国２５県に既に発生が見られてい

ます。今大分県では病気が入っていないのです

が、この病気は土壌に一回入るとなかなか治ら

ないので、まずそれが入るのを防ぐ支援に力を

入れたいと思っています。 

 具体的には、ウイルスフリーの苗を配ります

が、その親株の量を増やすため、今までは全農

を通して甘太くんを出す生産者を中心に苗を配

っていましたが、そういった菌が入ることを防

ぐため、一般の系統外の大きな生産者にも苗を

来年度は配っていきたいと思っています。今ま

で供給の数が４千本ぐらいだったものを来年は

６千本に大幅に増やしていきたいと考えていま

す。 

黒垣農村整備計画課長 大蘇ダムの水の状況に

ついてです。 

 後ほど諸般の報告でも報告しますが、今週初

めの３月１４日の貯水量が２４６万トンで、貯

水率としては５７％です。昨年同時期が１４５

万トンなので、約１００万トン多い状況です。

国で試算したところ、これから平年並みの雨が

降れば田植には支障がないと聞いています。 

 ただ、浸透がまだ続いており、今、原因調査

しているので、それについてはまた後ほど説明

します。 

高野漁業管理課長 旧マリンカルチャーセンタ

ーの解体費用についてです。 

 予算の概要に書かれている予算額４億６５４

万円については、あくまでも令和４年度分です。

４年度から５年度にまたいで事業を実施するこ

とから、別途債務負担行為として令和５年度分

の５億３，８９７万円を計上しています。合計

約９億５千万円の事業費を予定しています。 

小川委員外議員 おおいた和牛については、私

たちも食べて非常においしいとは思っています

が、残念ながら、関西圏、関東圏に行くと宮崎

牛とか、佐賀牛とか、近江牛とか松阪牛、そし

て、米沢牛などに押され、豊後牛と言っても知

らない人が多いです。全共でＰＲをしていただ

くことはありがたいですが、関西圏、関東圏辺

りでもＰＲをして、おおいた和牛とか豊後牛と

いう名前が消費者の皆さんから出るようになる

といいなと思いますが、そこについてはどうで

しょうか。 

梅木畜産振興課長 議員おっしゃるとおり、我

々も特に関西圏、関東圏でおおいた和牛が食べ

られる、そして、買える店舗を増やすというこ

とで今展開しています。 

 その一つとして、マーケターを配置し、飲食

店、旅館、ホテルに対してしっかり納品できる

ように流通を整えています。 

 また、ＰＲ大使を２年連続で中村獅童さんに

お願いし、全国的に知名度のある方に大使にな

ってＰＲをしてもらっています。これには、大

阪の流通業者や関東圏のホテルの方から非常に

良いという声があります。全国的にこういう有

名人を使ったＰＲ展開は、現状、大分県しか知

りませんよと。そして、エンドユーザーのお客

様からの評価が非常に高く、ぜひ続けてもらい

たいとの声がありました。 

 昨年度も一昨年度も中村さんで、本年度も中

村さんですが、実を言うと、そういうエンドユ

ーザーからぜひ中村さんに単年度ではなく次年

度も続けてもらうといいよねという意見があっ

たことも若干反映し、２年連続になったところ

もあります。 

 そして、あとはおおいた和牛を中心として、

大分県産品を中心的に取り扱っていただいてい

るサポーターショップがあります。そこを中心

としたおおいた和牛、もしくは大分県産品のＰ

Ｒを企業自らが行ってもらう形で今展開してい

るので、それらを総合的にあわせて大消費地で

ある東京、大阪、福岡での認知度向上対策を行

っています。 

 速報値ですが、３年前のおおいた和牛発表時、

認知度はほぼゼロに近いものでした。発表の４

か月後が４％、これは大消費地ということで、

東京、関西の平均値になります。令和元年度に

ついては、首都圏が４．４％、関西４．７％、

福岡９．７％、平均６．３％、令和２年度は首

都圏８．３％、関西圏が８．７％、福岡１４．
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７％、大消費地平均で１０．６％、そして、令

和３年度の速報値ですが、首都圏、関西、福岡

あわせた大消費地の平均値が１６％まで上がっ

てきています。昨年と比べて６％ほど上がって

います。 

 首都圏における宮崎牛の認知度が３０％なの

で、我々はまずは令和５年度の３０％を目標と

しています。 

古手川委員 すみません、ちょっと関連で。 

 認知度が上がっているのはよく分かりました。

豊後牛の出荷量はどうなんですか。それと、宮

崎牛と同等の認知度になったということですが、

もし今、宮崎牛の関東圏、関西圏への出荷量が

分かれば教えてください。もし今分からなけれ

ば、後で個別に報告だけいただいても結構です。 

 私は個人的に県内のどこに行ってもおいしい

豊後牛が食べられればいいなという思いがある

から、そういう思いも含めて、ものすごく今い

い話だったので質問しました。 

梅木畜産振興課長 今、大分県の肥育頭数が、

年間生産頭数で大体８，３００頭ぐらいだと思

います。４等級以上のものがおおいた和牛で、

なおかつ、生産農家が、私のところの牛はおお

いた和牛で出荷するという参画農家がおおいた

和牛として出荷するので、この二つを合わせる

と大体年間６，３００頭がおおいた和牛として

出荷されます。 

 そのうち、私どもが今データとして持ってい

るのは、東京と京都と大阪と福岡に出荷してい

る生体頭数としては１，４００頭から１，５０

０頭ぐらいが出ています。内訳としては、大阪

南港市場に６００、京都中央卸市場に３００、

そして、東京に３００、福岡中央卸売市場に２

００という頭数が出ています。 

 それプラス、県内で屠畜された牛、畜産公社

においての屠畜になってくると思いますが、畜

産公社が県外の飲食店に出した肉の量としては、

平成３０年で３０トン出ています。これは平成

２４年に、県が畜産マーケターを創設する前は

１年間に２７キロしか出ていなかったので、そ

れが平成３０年には実質３０トンまで上がって

います。その後は、コロナ禍の影響により、今

２０トン台まで減っています。 

 宮崎牛については、我々は把握していません

ので、また調べさせてもらいます。 

古手川委員 今現在、県内に対する販売の数値

目標があれば教えてください。もし現状なけれ

ば、県内でどれくらい売ろうと考えて、県内と

県外に出すものの比率がどれくらいが適切と考

えているのか。県としての施策の方向性の中で、

県内、県外、Ａ４、Ａ５の扱いの中で違うとか、

そういう部分があれば教えてください。 

梅木畜産振興課長 県内でいくら、県外でいく

らという量的な目標は現在ありません。さきほ

ど言ったブランドの目標としては、県外で３０

％、県内では９０％というのを持っています。 

 あと、私どもの流通関係のお話をさせていた

だくと、大体１頭の牛から精肉、要するに消費

者が食べるお肉は、生きているときには大体１

頭７００キロから８００キロの間ですが、それ

が精肉になると３００キロぐらいになります。

そして、県内流通においては、３００キロのお

肉が４０パーツから７０パーツに分かれていき

ます。それぞれのパーツが県内で販売されるも

のもあるし、東京、大阪に行く部分もあります。

それはどうしても卸業者、肉を流通させる業者

にとっては、やはり牛１頭の中でも高額な部位

になります。ヒレとかサーロイン、リブロース、

そういうところは、商売のことになるので、我

々もちょっと言いにくいところですが、高級な

部位はやはり東京、大阪の方が消費量も多いか

ら高く売れる。 

県内においてはそれがなかなか売りにくいの

で、量的には高級部位より中間部位のところ、

例えば、肩ロースとか、バラとかが多く売られ、

モモでも最近赤身ブームですから、ランプ肉、

これはヒレの次に軟らかい部位と言われていま

すが、県外に行ったりとかになります。県内で

屠畜されたからといって、１頭の牛でもいろん

なところに行きますし、大阪南港市場で屠畜さ

れた牛もヒレとかサーロインは東京、大阪で消

費されます。大分県では地元のおおいた和牛が

欲しいという要望があるので、卸は大分に逆に

持ってくるところがあり、１頭の牛でも４０か
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ら７０、多い場合には１００パーツ以上に分か

れて販売されるので、それを一つ一つ県外でど

のくらい、県内ではどのくらいという目標もな

かなか立てづらいので、我々としては認知度が

どのくらいまで上がったかを流通目標にしてい

ます。 

古手川委員 そういう根拠の中で、認知度を一

つの指標としているのは認識しましたが、ちょ

っとそうかなという感じですけどね。 

 今、大阪、神戸でファゼンダ・グランデの割

合はどれくらいありますか。 

梅木畜産振興課長 さきほど言った大阪、神戸

での出荷量は、全てファゼンダ・グランデの出

荷頭数と同じです。 

古手川委員 ファゼンダ・グランデ１社という

ことですか。 

梅木畜産振興課長 今、現状としては大阪南港

と神戸の市場に出しているのはファゼンダ・グ

ランデのみです。 

古手川委員 東京は、関東圏。 

梅木畜産振興課長 東京については、ファゼン

ダ・グランデ以外のところで、フジチクという

ところが出しています。 

戸高委員外議員 最後です。農林水産部の皆さ

んは、質問を１すると１０返ってくるぐらい丁

寧に答えていただいているので、大変勉強にな

りました。 

 何点か確認だけさせてもらいます。かぼすの

話が出ましたけれども、ＰＲをしていくという

こともありますが、現在の需給の関係ですね、

生産と消費の状況がどうなっているのかという

こと。 

 あと加工品用のかぼすとして出荷されている

関係がどういう割合なのかをお聞きしたいと思

います。 

 もう１点は、オリンピックのレガシーとして

の木材の分ですが、もともとビレッジで使った

木材を加工する分は大分県産材なのか、そうで

はないのか。 

 それと、ベンチということで、量をどのぐら

い造られるのか。そして、それをどこに設置し

て、どういう表記とか、そういったものを考え

ているのかもお聞きします。 

 最後に、さきほど魚の価格の話がありました。

価格は今落ちているということでしたが、養殖

ブリについては非常に安定しているという答弁

があったと思います。ただ、養殖全体で今、魚

の価格がどうなのかという状況です。価格が下

がっても、例えば、配合餌料であったり、餌で

あったりが高い状況もあったときに、大量に仕

入れて配合するというようなリスクヘッジが餌

とかでできているのか。今、かなり少ない量で

大きく育つという改良もなされていると聞いて

いますが、その３点をお聞きします。 

上田おおいたブランド推進課長 かぼすについ

て、まず御説明します。 

 かぼすの総生産量は、大体５，５００トン前

後と言われていて、そうした中で全農系の原料

に供されるのが、大体３千トンから３，４００

トンぐらいで、実際に青果の販売がどの程度か

というと、大体５００トン近辺というところで、

あとその差が少し発生する構成になっています。 

 かぼす販売の需給の景況感ですが、大分県内

は量販店購入より地元の購入が多く、飲食店で

の活用がかぼすの場合は多いというイメージを

持っています。 

 昨年から今年にかけて、コロナ禍の中で販売

して、昨年は比較的大きな販売の影響がありま

せんでした。と言うのが、ちょうど関東でコロ

ナのピークが下がってきたときが、かぼすの露

地の出荷シーズンにはまって、飲食店も一定程

度動き出したタイミングでした。令和３年産の

動きについては、ちょうど量販店の動きととも

に来たという流れです。というのが需給のイメ

ージです。 

 そんな中で、本年の単価のイメージからする

と、昨年、若しくは昨年並み以上で今見込んで

いるところです。 

高村林産振興室長 オリンピック・パラリンピ

ックに供給した木材の関係ですが、全国で６０

ほどの自治体から供給され、本県からは大分県、

日田市、佐伯市の３自治体が供給しています。

合計２０立方メートルほどですが、大分県の持

ち分として１０立方メートルほど提供した材が
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戻ってきています。これをベンチに加工すると

約５０脚分ぐらいできそうです。県有のスポー

ツ施設、あるいはホーバーターミナルとかへの

設置を現在考えています。 

高野漁業管理課長 養殖業の価格動向です。コ

ロナ禍で下がってきたときはありましたが、現

時点ではコロナ以前の価格に戻ってきている状

況です。 

 ブリについては、やはり供給不足もあり、過

去にない高値で推移しています。 

 １月からのデータしかないですが、それ以降、

まん延防止等重点措置が出ており、その影響を

受けて少し下がっている状況は聞いています。 

大屋水産振興課長 配合餌料の件についてお答

えします。 

 配合餌料については、平成２７年にキログラ

ム当たり２１２円で、現在はそれよりも下がっ

ており、１８２円です。 

 これについては、漁業経営セーフティーネッ

トで漁業者、それから国が負担し、一定価格を

超えたら補填されるものがありますが、令和３

年４月から６月に１トン当たり１，３８０円の

補填がなされた後は現在まで発動されていませ

ん。 

後藤委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

後藤委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

より採決に入ります。 

 本案のうち、本委員会関係部分については、

原案のとおり可決すべきものと決することに、

御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

後藤委員長 御異議がないので、本案のうち、

本委員会関係部分については、原案のとおり可

決すべきものと決定しました。 

 ここで、１０分間休憩します。 

             午後３時 ７分 休憩 

        ――――――――――― 

         午後３時１７分 再開 

後藤委員長 それでは再開します。 

 次に、第７号議案令和４年度大分県林業・木

材産業改善資金特別会計予算について、第８号

議案令和４年度大分県沿岸漁業改善資金特別会

計予算について及び第９号議案令和４年度大分

県県営林事業特別会計予算について、一括して

執行部の説明を求めます。 

信貴団体指導・金融課参事 予算概要の２３０

ページをお開きください。 

 第７号議案令和４年度大分県林業・木材産業

改善資金特別会計予算について、説明します。

予算額は、歳入・歳出とも表中、左側予算額（ 

Ａ）欄の一番下にあるとおり１０億３３４万１

千円です。 

 次の２３１ページを御覧ください。主な内容

について御説明します。 

 林業・木材産業改善資金貸付金２億５千万円

です。これは、林業・木材産業の経営者や従事

者が、新たに経営を開始する際に必要な機械の

導入や、林産物の生産性や品質を向上させる機

械や施設整備などに必要な資金を無利子で貸し

付けるものです。 

 次の２３２ページをお開きください。 

 一番上、木材産業等高度化推進資金貸付金３

億７,５００万円です。 

 これは、木材の生産・流通の合理化や木材供

給の円滑化を図るため、素材・製材品等の購入

や木材の加工流通システムの整備のために必要

な資金を、金融機関との協調融資により、低利

で貸し付けるものです。 

 次に２３６ページをお開きください。 

 第８号議案令和４年度大分県沿岸漁業改善資

金特別会計予算について、説明します。 

予算額は、歳入・歳出とも表中、左側予算額

（Ａ）欄の一番下にあるとおり、２億１８８万

６千円です。 

 次の２３７ページを御覧ください。主な内容

について御説明します。 

 沿岸漁業改善資金貸付金２億円です。 

 これは、沿岸漁業従事者の漁業経営や生活の

改善並びに青年漁業者の育成確保を図ることを

目的として、作業の効率化や安全性を向上させ

る施設整備等に必要な資金を無利子で貸し付け

るものです。 

吉松森林整備室長 第９号議案令和４年度大分
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県県営林事業特別会計予算について、説明しま

す。 

 ２４０ページをお開きください。 

 左側予算額（Ａ）欄にあるように、歳入、歳

出とも６億１，３７８万１千円です。 

 この事業は、県営林や県民有林が有する公益

的機能を最大限発揮するため、森林の伐採や保

育を実施するとともに、分収交付金の支払いや

借り入れた県債を償還するものです。 

 次の２４１ページを御覧ください。主な内容

について、御説明します。 

 上から２番目伐採事業費、１億１,７５１万

円です。 

 これは、県行分収林の伐採で得た収入を分収

割合により精算金として土地所有者に交付する

分収交付金の支払いなどを実施するものです。 

後藤委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。どなたかあります

か。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

後藤委員長 委員外議員の方は、御質疑はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

後藤委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

より採決に入ります。 

 まず、第７号議案令和４年度大分県林業・木

材産業改善資金特別会計予算について、採決し

ます。 

 本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

後藤委員長 御異議がないので、本案は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、第８号議案令和４年度大分県沿岸漁業

改善資金特別会計予算について、採決します。 

 本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

後藤委員長 御異議がないので、本案は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、第９号議案令和４年度大分県県営林事

業特別会計予算について、採決します。 

 本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

後藤委員長 御異議がないので、本案は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、第３３号議案大分県営土地改良事業分

担金等徴収条例の一部改正について、執行部の

説明を求めます。 

黒垣農村整備計画課長 資料の２ページを御覧

ください。 

 第３３号議案大分県営土地改良事業分担金等

徴収条例の一部改正について、御説明します。 

 本条例は、県営土地改良事業の分担金いわゆ

る農家負担金の徴収について必要な事項を定め

たものです。土地改良事業では、国において工

事種別ごとに、国、県、市町村、農家の標準的

な負担割合をガイドラインとして示しています。 

 今回の改正は、国土強靱化を図るため、防災

重点農業用ため池の防災工事及び農業水利施設

の長寿命化対策の強化と計画的な推進に向け、

国が農家負担の軽減を図る新たなガイドライン

を設定したことに伴い、本県においてもこれに

合わせて所要の改正を行うものです。 

 ３の改正内容についてです。（１）の県営た

め池調査計画事業と県営防災重点農業用ため池

整備事業については、防災工事の推進のため、

農家負担を求めないとした国のガイドラインを

適用することにより、農家負担がゼロになるた

め、資料の表に示す条例の別表から削ります。 

 次に、（２）の県営基幹水利施設保全対策事

業についてです。表の下段になりますが、中山

間地域においては、国のガイドラインの適用を

基本に、農家負担率を５％から３％に改めます。 

なお、大分市などの一般地域においては、県独

自の取組として、すでに新たなガイドラインよ

り低い農家負担率５％を設定しているので、現

在の率を維持することとしています。 

後藤委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。どなたかあります

か。 

尾島委員 議案の中身は大変結構なことなので

異議はないですが、今回、国のガイドラインに
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よって農家の負担を求めないことになって、大

変喜ばしいことだと思います。以前は５％で、

その後、１％となりましたが、やはり堤体や斜

樋辺りを大規模改修すると２億円、３億円とす

ぐかかってしまいますから、１％といえども２、

３００万円、農家にとっては大変大きな負担に

なっていました。 

 そこで質問ですが、下流域に民家等がなくて

災害のリスクが低いことから、防災ため池に指

定されていないため池の改修についてはどうな

っているのか。 

 二つ目には、負担がゼロになるから、今まで

改修を要望したかったけど、ため池というのは

改修の場合、慣行水利権のいわゆる地権者につ

いているからそういった方が負担するので、高

齢化等でなかなか負担金が集まらないという阻

害要因もあったんです。これもゼロになるから、

どうぞ改修してくださいという話になると思う

んですよね。 

 それで、調査をされているところは別にして、

要望がどのくらいたまっているのか、そして、

重点ため池の整備率、改修済みの箇所数が分か

ればお願いしたいと思います。 

安東農村基盤整備課長 まず、防災重点ため池

等の整備について、防災ため池以外の整備の部

分ですが、県としては、国が定めた防災工事に

関する特措法に基づき、防災重点ため池の推進

計画を定めて、それに基づいて事業を実施して

いこうという取組をしています。 

 この中において、今後１０年間で１７１か所

のため池を改修していこうと考えて、この中に

は防災重点農業ため池に限って推進していくこ

とで考えています。 

 ２点目の、負担金の部分がゼロになって要望

が上がってくるということですが、市町村とか

ため池管理者等とも相談しながら、今、ため池

の定期的な診断とともに耐震調査等も行ってい

ます。こうした定期的な点検や耐震調査等を踏

まえて、ため池ごとの優先順位をつけながら－

－令和４年にやるのか、５年にやるのか、６年

にやるのか、こういった部分を市町村とともに

話し合いながら優先順位をつけ、ため池の改修

を計画的に実施していこうと捉えています。 

 続いて、ため池の整備率ですが、現在のとこ

ろ、ため池全体で防災重点ため池は１，０４２

か所あり、これまでに３８５か所整備済みで、

令和３年度までですが、整備率は３７％となっ

ています。 

後藤委員長 委員外議員の方は、御質疑はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

後藤委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

より採決に入ります。 

 本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

後藤委員長 御異議がないので、本案は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、第３１号議案令和４年度における農林

水産関係事業に要する経費の市町村負担につい

て、執行部の説明を求めます。 

井迫農林水産企画課長 資料の３ページを御覧

ください。 

 第３１号議案令和４年度における農林水産関

係事業に要する経費の市町村負担について、御

説明します。 

 これは、令和４年度当初予算案に計上してい

る農林水産関係事業に要する経費の一部につい

て、市町村からの負担金を充てるため、その負

担割合を定めることについて、地方財政法第２

７条第２項、土地改良法第９０条第１０項及び

９１条第６項により、議決をお願いするもので

す。 

 表の左に対象となる事業名、一番右に、各事

業の令和４年度の市町村負担割合を記載してい

ます。令和３年度からの主な変更点として、さ

きほどの第３３号議案で御説明した国のガイド

ラインを見直したことにより、基幹水利施設保

全対策事業、農業水利施設保全合理化事業、防

災重点農業用ため池等整備事業の負担割合を変

更しています。その他、令和３年度と比較して

負担割合の変更があるものは、いずれも各年度

で活用する事業メニューや事業実施箇所が異な

ることによるものです。 
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 今回の議案の提出にあたっては、事前に関係

市町村から同意をいただいています。 

後藤委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。どなたかあります

か。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

後藤委員長 委員外議員の方は、御質疑はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

後藤委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

より採決に入ります。 

 本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

後藤委員長 御異議がないので、本案は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、第３２号議案権利の放棄について、執

行部の説明を求めます。 

信貴団体指導・金融課参事 資料の４ページを

御覧ください。 

 第３２号議案権利の放棄について、御説明し

ます。 

 今回の沿岸漁業改善資金貸付金は、資料上段

の１提案理由の四角囲みにあるとおり、沿岸漁

業従事者の近代的な漁業技術の導入等に対し、

無利子の長期資金の貸付けを行うものです。 

 この債権のうち、貸付先からの回収が不能と

なっているものについて、地方自治法第９６条

第１項第１０号の規定に基づく権利の放棄の議

決をお願いするものです。 

 今回、権利放棄をお願いする内容は、２放棄

する債権の内容にあるとおり、主債務者の破産

免責及び連帯保証人の無資力、死亡、相続放棄

等により、当該債権の回収が不能となった１件、 

８２６万６，３８９円の債権です。 

 この債権には、返済が遅れたことにより発生

する違約金が含まれており、内訳は元金６８８

万２千円と違約金１３８万４，３８９円となっ

ています。 

 なお、一番下にある当課の所管する未収債権

については、農業改良資金１２件、林業・木材

産業改善資金５件、沿岸漁業改善資金３件とな

っています。これらについては、３の債権管理

方針にあるとおり、貸付金の原資が県民の税金

であることを強く認識し、今後も、関係機関と

連携した主債務者、連帯保証人等及び相続人へ

の催告、面談等により回収に努めます。 

後藤委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。どなたかあります

か。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

後藤委員長 これは貸付年度を見たら平成１０

年度ですかね、金額が１千万円で放棄の金額は

８２０万円なので、２０年以上たっていますが、

ほとんど仕事らしい仕事をしていなかったんで

すかね。僕は養殖業はちょっと分からないです

が、もはや最初から仕事として成り立っていな

かったのか、そんな感じなんでしょうか。 

信貴団体指導・金融課参事 主債務者について

は、当時の蒲江町大字畑野浦で真珠の養殖業を

されていて、県南の真珠養殖は非常に盛んな地

域であり、私も専門ではないですが、水温又は

ウイルスなのか、何か病気が発生して壊滅的な

打撃を受けた中で償還が滞っていった状況だと

聞いています。 

後藤委員長 割と長い間頑張っていたんでしょ

うけど、返せなかったんでしょうね。平成１０

年度からでしょう、早く諦めてもよかったのに

頑張られたんでしょうね。 

 すみません、養殖業はあまり詳しくないので

すが、貸したことにそもそも無理がなかったか

なと思ったものですから。当時のことなので分

からないですが、養殖業はもうかると思ってや

ったんでしょうね。 

信貴団体指導・金融課参事 そういうことです

ね。もうかろうと頑張ったということです。 

後藤委員長 これからコロナだとかデフレだと

かも大変で、真珠が売れるような時代でもない

ものですから、そういった方が今後出ないよう

に、何か応援できるところはしていかなければ

いけないでしょう。すみません、ちょっと知ら

ないもので質問しました。 

委員外議員の方は、御質疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 
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後藤委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

より採決に入ります。 

 本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

後藤委員長 御異議がないので、本案は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、継続請願１２コロナ禍による米の需給

改善と米価下落の対策の意見書の提出について、

執行部の説明を求めます。 

渕野審議監兼水田畑地化・集落営農課長 資料

の５ページを御覧ください。 

 コロナ禍による米の需給改善と米価下落の対

策の継続請願に関して、改めて、現況を御説明

します。 

 ①民間在庫量の推移のグラフを御覧ください。

全国の令和３年産米の在庫量ですが、１２月時

点で３４９万トンであり、昨年同月よりやや増

加しています。 

 その右の②米の販売価格、生産の目安等を御

覧ください。令和３年産米の全国の販売価格は

１２，９７３円と、昨年同時期に比べて低い状

況が続いています。また、令和４年需要見通し

は、令和３年からさらに１０万トンの減少が見

込まれており、国は需要に見合った生産を進め

るため、令和４年産米の生産の目安として、前

年に比べて１８万トン、面積にして約３．９万

ヘクタールほど減の６７５万トンとしています。

なお、県では令和４年産米の生産の目安として、

その下にあるとおり、対前年４９３ヘクタール

減の１万９，２００ヘクタールとしています。 

 続いて、③国の予算措置状況等を御覧くださ

い。国は、令和４年度予算を３，４７０億円と、

令和３年度より１３０億円増加させ、需給対策

を強化しています。さらに、コロナの影響によ

る需要減に相当する令和２年産米の１５万トン

を特別枠として、集荷団体の長期保管や請願内

容と実質合致する子ども食堂等の生活弱者への

提供、そして中食・外食事業者等への販売にか

かる経費の支援制度を立ち上げ、現在、手続を

進めているところです。 

 備蓄米については、④備蓄米の状況に記載し

ているように、災害等の備えとして適正水準と

される１００万トン程度を保有し、毎年２０万

トン程度買入れるとともに、５年持越米を飼料

用として売却するほか、コロナ対策として子ど

も食堂等や子ども宅食へのごはん食の推進を目

的とした無償提供による支援を継続して講じて

います。 

 ⑤ミニマムアクセス米の販売状況については、

前回から変更はなく、国が国内加工実需者のニ

ーズ等を踏まえた数量を一元的に輸入し、価格

等の面で国産米では十分に対応し難い加工や飼

料への用途を中心に販売する他、海外食糧援助

に活用し国産米に極力影響を与えないようにし

ています。 

後藤委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。どなたかあります

か。 

堤委員外議員 実際この数字等々を見ると、別

に請願と一緒じゃないかという感じだけれども、

現実に生産者等から見れば、価格が下落してい

るということなんでしょう。これはあくまでも

平均で、大分県でそれ以外のところもあるわけ

ですよ、最低限のところが。そういった中で、

物材費とかが全然賄えていないので、赤字経営

なんですよね。そういうところに光を当てるた

めの意見書、つまり、備蓄米を１５万トン以上

しなさいと。１５万トンあるのは意見書を出す

人は当然知っていますからね。 

 それと、ＭＡ米についても７７万トンか、何

で日本の米を取らないで、アメリカとか輸入の

米を取るのか。おかしいのではないか。農家が

苦しんでいるなら、農家の部分でその分を余分

に取ったらどうでしょうかという意見書だから、

ぜひ採択してください。 

後藤委員長 御意見いいですか。 

 堤議員が言われるのはもっともでよく分かり

ますが、米を作る農家を農業生産者としてどう

位置付けるかと思っています。米を作っても、

もはや経営として成り立たないのは作れば分か

る話で、そういった状況を金を出していつまで

維持し続けるかという問題もあるので、非常に

根深いものだなと思っているわけです。 
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 例えば、昔だったらいざ知らず、今食べる人

が少ないというのもありますし。ただ、今僕が

心配しているのは、さきほどのフードマイレー

ジもそうですが、米とか麦、大豆という穀物、

保存が利くようなもので、麦、大豆がこれから

危なくなるからといって、日本ではもともと米

しか作れないわけですよ。こんなもの入らない

と。だから、米を作って、それを食料にするの

は正しいと思いますが、産業として成り立たな

いものをいつまでも支え続ける今の農業政策が

そもそもおかしいと僕自身は思っているところ

です。気持ちは分かりますが、この問題は、戦

後の農業経済とかに立ち返ってやらないと、日

本の根幹に関わる大変難しい問題だと思ってい

るので、来年しっかりと継続でしていただきた

いと思います。 

堤委員外議員 それはそれでいいけど、結局、

米政策の問題なのよ。つまり、自民党の米政策

が結局こういう状況を招いてしまったわけです。

簡単に言えば、食料なら輸入すればいいという

政策そのものが日本の農家を潰してきたわけで

す。その根本の原因は矛盾があるというところ

を認識して、本来は施策をしなければいけない

けれども、残念ながら県も国の制度をそのまま

やっているから、そういう立場にはなかなか立

てないのは分かるけれども、本当に小さな農家

をしながら頑張っている方々がこれだけ苦しめ

られている中で、我々とすれば理解してあげな

いといけないと思いますね。その部分は委員長

と一緒ですよ。 

 だから、米を食べなくなったではなくて、国

民にどのように食べさせていくのかにしないと、

小麦だって９０％以上は輸入でしょう。日本国

内では米がメインだから、米で安く食べられる

ようにできる施策を持っていかないと、食料ア

ウトなんて言ったら一発よ。ぽっと止められた

ら我々は飢餓状態よ。まあそういうことでしょ

う。 

守永委員 継続的な発言もありましたが、実際、

もう少し米については考えなければいけない部

分と、食料安保という話も最後にちらっと出ま

したが、コロナ禍で米の需給なり、食料そのも

のがどうなっているかもあわせて、農業全般に

ついても、消費者にどう理解してもらうかとい

う部分はこれから必要になってくる課題だと思

いますよね。 

 生産物そのものをもう少し高い値段でも買っ

てほしい。ただ、社会全体的には価格破壊が言

われている中で、農産物だけではなく、水産、

林産物が低い価格で流通させられてしまってい

る状況もあるので、その辺の再生産もできる体

制をつくるためにどう消費者に理解をしていた

だくかという部分と、それに国としてどう政策

を構築していくのかになっていくと思う。単純

に国が買って、その買ったものを無償で困って

いる人に分け与えていくのは、ある意味、価格

崩壊を招きかねない状況も心配されるから、そ

ういったことも含め、この意見書に書いてある

ことの議論をもう少し深めていくのは大事だろ

うなという気がします。 

後藤委員長 分かりました。その他意見はあり

ますか。 

 すみません、私が最後に一つ思うのは、今、

大分県が水田畑地化を進めています。すごく問

題だなと思うのが、結局、水田畑地化をして野

菜を作るのはいいですが、今までは田舎で田ん

ぼがあって米をしていた人がみんな野菜とかに

したら、ほとんど米を作ることは難しいのでは

ないかなと思います。これは致し方ないことで、

ピーマンをやっている人が米３反管理しようと

いうのは多分ないので。 

実は２０００年初頭から２０５０年の食料問

題をやってきた私の研究では、中山間地域が多

い滋賀県より西日本地域の米が流通市場に出回

ることはなくなって、北海道だとか北陸、北関

東辺りの米が西日本のマーケットに出回るよう

になるという結果だったんですね。恐らくそう

いうふうになると思うし、温暖化が重なったの

で多分機械化ができる、水田代行ができる、そ

して安い米を出すとなるとそういう方向になる

ので、だからこそ、大分県の水田をどう守り、

米価をどう維持するかというのは限界に来てい

ると思っています。 

 さきほど話した再生産価格はどのくらいかと
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いうと、僕が見積もったところによると、２０

年近くの研究では１俵大体３万２千円ぐらいで

売らないと再生産価格は絶対出ませんよ。とい

うのは、これにトラクターとかコンバインとか、

人を雇う、肥料を買うとか、そうなると１俵３

万２千円ぐらいでというのはほぼ不可能だし、

それに税金をどこまで突っ込むかというのは、

自民党の幹事長にしっかりお願いして、ぜひこ

ういうことも考慮していただきたいと思います。 

 これは全ての党の方と一緒にやらないといけ

ない問題だと思うので、来年ぜひ頑張っていた

だきたいということで、継続でよろしくお願い

します。（「頑張ろう」と言う者あり） 

後藤委員長 それでは、継続審査の声がありま

したので、継続審査についてお諮りします。 

 本請願については、継続審査とすべきものと 

決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

後藤委員長 御異議がないので、本請願は継続

審査とすべきものと決定しました。 

 以上で付託案件の審査を終わります。 

 次に、執行部より報告をしたい旨の申し出が

あったので、これを許します。 

 まず、①の報告をお願いします。 

吉止地域農業振興課長 資料の６ページを御覧

ください。第３次有機農業推進計画の策定につ

いて、御説明します。 

 本計画については、昨年１２月の常任委員会

で素案を報告していますが、その後、令和３年

１２月２４日から令和４年１月２４日にパブリ

ックコメントを行いました。その結果、１件の

御意見をいただきましたが、すでに原案に反映

していた内容であったため、原案どおり、第３

次大分県有機農業推進計画を策定しました。 

 この計画は、県内の有機農業の実態等を踏ま

えてこれまでの課題を整理し、今後の有機農業

の推進に関する具体的な施策の展開方向を示し

たもので、ページ中段にあるとおり、令和８年

度の目標を有機ＪＡＳ認証圃場面積４２０ヘク

タール、有機野菜の販売額３億８千万円として

います。具体的には、その下にあるとおり、三

つの施策の柱を掲げて取り組んでいくこととし

ています。  

まず、１市町村単位での有機農業の取組支援

として、市町村単位での有機農業者の組織化や

土壌診断に基づく堆肥投入等、土作りに主眼を

置いた生産力向上対策等を進めていきます。 

 ２持続可能な有機農業経営体の育成について

は、防虫ネットを装備したパイプハウスや定植

及び収穫機械等、省力化等を目的とした施設機

械整備のほか、栽培技術向上のため、先進的な

有機農業者や民間団体等と連携した研修や技術

交流、情報交換の機会拡大を図ります。 

 ３有機農産物の流通・販路拡大と消費者理解

の醸成については、現在活動している県域出荷

組織の販売体制を強化し、ロット拡大による県

内外での販路拡大のための活動を支援するほか、

学校給食への食材提供等の食育活動やマーケッ

トイベント等、地域に根ざした活動を支援し、

消費者への有機農業に対する理解促進を図って

いきます。 

後藤委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。どなたかあります

か。 

成迫委員 佐伯市でも今かなり力を入れていて、

昨年は有機米を２日間ほど市内の小中学校で出

して、これから全ての給食は有機米にしていく

という目標も掲げながらやっていると思います。 

 しかし、有機野菜がスーパーなどに置いてい

る中で、今のコロナ禍の中で私ども世代として

は、１円でも安いものに手が向いてしまうんで

すね。そういう消費者に対して、これだけ有機

野菜っていいんだよということを伝えても、買

うものは安いものにいってしまうと思います。

意識を変えていくのはなかなか難しいと思いま

す。そういった中で施策の展開として消費者理

解の醸成がありますが、この部分について具体

的にどういった戦略を持ってやっていくのか、

聞かせてください。 

吉止地域農業振興課長 今のお話ですが、お子

様への食育の中で御家族に浸透させていくやり

方が一つ。 

 それからもう一つが、いろんなイベント、行

事をやる中で、ＰＲを重ねていくことが非常に
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重要と思います。 

 この辺については、県としても佐伯市、臼杵

市と連携しながら取組を進めていきたいと考え

ています。 

成迫委員 私も食育、いずれは大分県内の学校

給食が有機野菜とか有機米になるところで、子

どもたちが普段から教育を受ける中で御両親な

り保護者の方に発信していくと、うちでもちょ

っと買ってみようかなという気持ちになってい

くイメージを持っています。佐伯市でもそうい

う流れになっていくのかなとイメージしていま

すが、ぜひそういった形で力を入れていってい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

尾島委員 １点いいですか。 

 有機栽培で、例えば大麦若葉とかお茶とかの

健康食品の原材料を随分作っていると思います。

それで、こういったものがこの計画の対象にな

るのかどうか、その辺を答えてください。 

 それから、例えば、対象になるのであれば、

ヤクルトヘルスフーズが真玉で工場を展開して

いますが、あそこは大麦だけで１００ヘクター

ルほど栽培しています。この前の説明で、確か

現在１００ヘクタールぐらいが目標に足らなか

ったのではないですかね。現在いくらでしたか

ね。その辺も教えてほしいと思いますが、こう

いった圃場が認証圃場としてカウントされれば

かなり広がるし、売上げも底上げできると思い

ますが、その辺はどうお考えですか。 

吉止地域農業振興課長 現状の有機ＪＡＳ認証

面積については３００ヘクタールです。それか

ら、残念ながら大麦若葉については、もともと

が有機栽培であるため、今のところ、カウント

が難しいと国からは示されています。 

 ただ、それ以外の慣行栽培である野菜とか、

米とかについては、認証さえ受ければ有機ＪＡ

Ｓ認証を受けられます。（「それは分かるんで

すけどね。分かりました」と言う者あり） 

後藤委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

後藤委員長 委員外議員の方は、御質疑はあり

ませんか。 

堤委員外議員 冊子というのか、計画書そのも

のはあるんですか。 

吉止地域農業振興課長 計画書そのものは、策

定をして製本している段階で、４月１日に公表

する予定です。 

堤委員外議員 ください。（「承知しました」

と言う者あり） 

後藤委員長 では、私から最後にお願いがあり

ます。生物多様性保存とＳＤＧｓ達成に向けた

話で、例えば慣行栽培でも、いわゆる被覆コー

ティング、スウィートなんかの肥料が、海洋プ

ラのごみでだいぶ出ていくという話も聞いてい

ます。有機栽培にかかわらず、慣行栽培の農家

にも、我々が使っている被覆コーティングから

海洋プラとして海に出ていっていることを周知

と言いますか、理解してもらうような政策でや

っていかないといけないと思います。慣行栽培

でしている人は、多分そんなことは考えないで

やっているから、肥料メーカーもそうですが、

こういった肥料が使われていて、こういったも

のが海洋プラの中で問題になっているというの

は徹底していただきたいと思いますが、その辺

もしよかったらどうお考えか教えてください。 

吉止地域農業振興課長 委員おっしゃる被覆コ

ーティング肥料、これは今非常に問題になって

いて、この削減は非常に重要な取組だと考えて

います。 

 これについては、その他の肥料、資材の検討

を始めており、そういったものに頼らない肥料

体系を目指していきたいと考えています。 

後藤委員長 有機農業にかかわらず、これはぜ

ひやっていただきたいものですから、令和４年

度以降、肥料メーカーがどういうものをやって

いるかも含め、農業者への周知とか、新しく農

業に入る方にもやっていただきたいと思います。

もう皆さん言わなくなったけど、いわゆるＧＡ

Ｐですよ。もうＪＧＡＰなんていう新規就農者

はいなくなっています。本来最初のところから

きちんとＧＡＰなんかも含めてやるべきだとい

うのが僕の持論だったんですが、野菜も金にな

らないのに金を使うのでやらないと言う農家も

増えているので、そういったことを心配してい
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るわけです。ＧＡＰはもういいですから、ＧＡ

Ｐよりもきちんと環境のことを考えるような、

２０５０年に向けた農家の育成に取り組んでい

ただきたいとお願いします。 

 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

後藤委員長 委員外議員の方は、御質疑はあま

せんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

 ほかに御質疑等もないので、次に②の報告を

お願いします。 

河野森との共生推進室長 資料の７ページをお

願いします。 

 令和４年４月１日からを期間とする第１３次

鳥獣保護管理事業計画について、説明します。 

 資料左上の１制度の概要を御覧ください。 

 鳥獣保護管理事業計画は、知事が鳥獣保護管

理法に基づき、国の指針に即して定める５か年

の計画で、鳥獣保護区等の指定、許可捕獲の考

え方や許可基準、特定猟具使用禁止区域の指定

などを定めるもので、鳥獣保護管理行政の基本

となるものです。また、その下矢印の第二種特

定鳥獣管理計画は、鳥獣保護管理事業計画の下

部計画として作成する５か年の計画で、知事が

著しく増加したイノシシやシカの管理を行うた

めの計画を定めるものです。 

 右上の２第１３次鳥獣保護管理事業計画の概

要を御覧ください。計画期間は令和４年４月１

日から令和９年３月３１日までの５年間となっ

ています。主な計画内容は、鳥獣保護区等の指

定を行うほか、許可捕獲については、国の指針

の変更に伴い、錯誤捕獲の防止に努めるよう記

載しています。また感染症対策として豚熱等感

染症に対する対応を記載しています。 

 右下の３第３期第二種特定鳥獣管理計画の概

要については、イノシシとニホンジカのそれぞ

れで作成しており、計画期間は令和４年４月１

日から令和９年３月３１日までの５年間で、狩

猟の規制緩和について、表のとおり前計画に引

き続き実施することとしています。 

 この、第１３次鳥獣保護管理事業計画と第３

期第二種特定鳥獣管理計画をもとに、予防、捕

獲、狩猟者確保、獣肉利活用の四つの対策を推

進し、野生鳥獣による被害の軽減を図ります。 

後藤委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。どなたかあります

か。 

守永委員 １点だけいいですか。 

 わなで捕獲してという規制緩和が第二種の計

画の中に書かれていますが、この計画そのもの

は特に問題ないと思っています。 

 このわな捕獲をしたときに、捕獲したイノシ

シなりをエアライフルで射殺することが現場で

はよく行われているようですが、そのときに大

口径のエアライフルを使って射殺するのがある

らしいです。大口径のエアライフルを訓練する

ときに訓練できる場所がなかなかないというこ

とで、今、庄内にあるライフル射撃場を使った

りしているようですが、その辺の訓練、練習の

場を確保できないかなという相談を受けたりし

ています。 

なぜ練習が必要かというのは、的を狙ってど

のくらいずれがあるかを知るというか、ちゃん

と整備をするための訓練として必要なことらし

いです。それが調整できないとどこに弾が飛ん

でいくか分からないこともあるので、もし何か

されているものがあればその状況を教えていた

だきたいのと、これから必要と感じていただけ

れば何か工夫をしてもらいたいと思っています。 

河野森との共生推進室長 わなで捕獲したもの

の最後の止め刺しの件です。特にくくりわなで

捕まったものを止め刺しするのは非常に危険が

伴うということで、我々も危惧しています。事

故等も数多く全国で報告されているので、大分

県としては止め刺しの方法をプロに依頼して、

研修会を開くことで実施しています。 

 特に箱わなでかかったものについては、ライ

フルとかでやると跳弾して危ないので、電気シ

ョックを利用してナイフで処理するとか、そう

いう場面ごとで安全な処分の仕方がありますの

で、その辺は技術のある人たちの研修を行って、

事故のない狩猟を心がけるように今指導してい

るところです。 

後藤委員長 ほかにありませんか。 
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  〔「なし」と言う者あり〕 

後藤委員長 委員外議員の方は、御質疑はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

後藤委員長 ほかに御質疑等もないので、次に

③の報告をお願いします。 

黒垣農村整備計画課長 資料の８ページをお願

いします。大蘇ダムの状況について、御説明し

ます。 

 大蘇ダムは、令和２年４月１日より供用開始

しましたが、その後、約１万から２．５万立方

メートルの浸透が続いていることから、国は専

門家によるダム安全性評価委員会を開催し、浸

透原因等について検証しているところです。本

年度の委員会が３月８日に開催されたので、検

証結果等について、御報告します。 

 １のダム貯水状況と今後の見込みについてで

す。３月１４日現在の大蘇ダムの貯水量は２４

６万立方メートル、貯水率５７％です。国の試

算では、今後、平年並みの降雨があれば４月１

日には昨年同時期の１５０万立方メートルを上

回る、２４６万立方メートル程度が貯水できる

と想定しており、田植えには支障がないと見込

んでいます。 

 ２を御覧ください。ダム安全性評価委員会の

結果報告についてです。先日開催された委員会

では、主に２点について報告があり、１点目の

浸透に関する調査については、潜水士や水中ド

ローンによる水中調査や地下水流向調査などの

検証結果、浸透原因等について審議されました

が、浸透原因の究明には至っておらず、引き続

き調査が必要であることが確認されました。 

 ２点目の耐震性の確認についてですが、将来

にわたって発生すると考えられる最大級の地震

に対して、ダムの堤体は耐震性能を有している

と評価されました。 

 続いて、３の国の対応についてです。国は、

令和４年度も浸透原因調査を継続するとしてお

り、水中調査については対象を貯水池内全域に

広げるとともに、新たに斜面吹付コンクリート

継目部の背面調査や必要に応じてボーリング観

測孔を追加することにしています。なお、令和

３年度に引き続き、用水確保策や農政局職員の

現場常駐３名についても継続するとのことです。 

 最後に、４の県の対応についてです。まず、

地元農家が用水の心配をせず、安心して営農で

きることが大事です。このため、渇水等により

営農に支障がないよう、地元及び国と調整を図

り、地区内水源の有効利用など、用水確保を確

実に行っていきます。また、浸透原因の早期究

明やダム利水機能発揮に向けた対策を国に求め

ていきます。なお、国は今回の委員会報告と今

後の対応について、地元土地改良区や竹田市に

対しても説明を行うこととしています。 

 いずれにしても、営農に影響が出ないよう、

地元土地改良区や市と連携を図りながらしっか

り対応したいと考えています。 

後藤委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。どなたかあります

か。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

後藤委員長 委員外議員の方は、御質疑はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

後藤委員長 ほかに御質疑等もないので、次に

④の報告をお願いします。 

信貴団体指導・金融課参事 資料の９ページを

お願いします。令和４年度に向けた大分県農協 

の営農指導体制について、御説明します。 

 大分県農協では、総合戦略会議の議論を受け、

来年度に向けて営農指導の強化を計画している

ので、その内容を御紹介します。 

 上段にあるように、総合戦略会議の農家ヒア

リングにおいて、営農指導員の体制を強化して

欲しい。栽培の技術指導を強化して欲しい。産

地を育成して欲しい。市況や新しい農薬、病害

虫、他産地の情報を提供して欲しいなど、様々

な意見が出ており、大分県農協ではこれらに対

応するため、以下の三つに課題を整理し、対応

することとしています。 

 一つ目は、営農指導体制の強化です。来年度、

営農指導員と広域営農指導員を増員します。ね

ぎ、ピーマン、高糖度甘しょ、ベリーツの短期

集中県域支援品目については、本店と広域営農
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指導員、各事業部の専任化した営農指導員でプ

ロジェクトチームを作り、生産拡大を推進しま

す。また、本年度から人事課を増強し、先に作

成した各職種のキャリアプランを示した新・人

材育成基本方針をもとに、人材育成も強化しま

す。さらに、県の新年度予算案にも補助事業を

計上しており、篤農家等を活用した営農指導を

導入します。 

 二つ目は、営農指導員の能力向上です。研修

体系を見直し、実践的な技術研修を増やすこと

としており、営農初任者に対する研修に、農業

大学校での実習等の研修を盛り込むとともに、

現地課題を解決するための試験場での研修を新

設します。また、技術的課題を相互に聞ける体

制を構築するため、営農指導員と研究指導セン

ターの研究員、振興局の普及指導員との交流会

も行います。 

 三つ目は、営農指導業務の効率化です。ＩＣ

Ｔを活用して、営農情報をタブレット端末で検

索出来るようにするほか、ＬＩＮＥを活用して

必要な情報をプッシュ型で通知を行えるように

するとともに、農協のホームページの営農関係

情報を充実させ、組合員への情報提供を積極的

に行います。加えて、部会活動の強化を図るた

め、お手元に配布している農協生産部会の活動

標準を作成し、部会の診断、課題の明確化、目

標共有等を通じてＰＤＣＡを回すことで、短期

集中県域支援品目を中心にモデルとなる活動強

化部会の取組みを進め、他の生産部会へ展開し

ていきます。 

 このような大分県農協の取組は、他の農協に

も共有されており、必要に応じて他の農協も参

画しながら、県全体の営農指導体制を強化して

いくこととしています。 

後藤委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。どなたかあります

か。 

阿部副委員長 正にこのとおりだと思います。

農家の人がこういうふうに言っているわけです。

我々も常に言っていますが、このとおりにでき

ればすばらしい指導体制ができると思うので、

絵に描いた餅ではないけど、ぜひこれを実践し

てもらいたい。それを農協と県が一緒になって

進めてもらいたいと思います。ぜひお願いしま

す。 

信貴団体指導・金融課参事 来年度も当然総合

戦略会議の作業部会が続いていくので、その中

でもしっかり検討、検証していき、今言われた

ようなことが確実に実行できるようにしていき

たいと思っています。 

古手川委員 まずは１００億円を目指してやろ

うというのは大事なことですし、ぜひ成果を出

していただきたいですが、その次、３年なら３

年後にもう一つ足腰を強化するために持ってい

くものとして、メインに据えている白ねぎ、ベ

リーツ、かんしょ、ピーマンの次にどういうも

のを計画されているのでしょうか。 

井迫農林水産企画課長 恐らく園芸と同じこと

を回答すると思うので、もしかしたらこれで終

わりかもしれません。 

 まず、今回この４品目を定めたのは、伸び代

があると生産者も農協も県も感じているところ

で、団結してこれらをまず筆頭として取り組む

こととしています。 

 それに続くものは、園芸の産地づくり推進事

業の中で４品目に次ぐ形で手厚くそのサポート

が入るものとして、産地拡大支援品目というも

のがあります。これは産地ベースでの計画が出

てくるもので、これがやがて、その成果を鑑み

て圏域でやっていけるものが中にはきっと出て

くるだろうと思っています。その中から、次の

短期集中で加速度的に拡大する品目が見えてく

ると思うので、現段階で具体の品目がこれとい

うことは申し上げられませんが、産地拡大推進

品目の中で特に優れた業績のある品目が第１候

補になるのではないかと考えています。 

古手川委員 いろんな産地ごとの指導体制を、

この前、冊子でも拝見しました。現地でノウハ

ウを持った方が指導して、一緒にやる方向を明

確に定めて、そういう方の御紹介もありました。

そうした中でやろうとしたときに目安はあるで

しょうけれども、そういう部会のようなものが

たくさんあるんだなということにびっくりして

いますが、その部会の中から地域性とかで目ぼ
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しいもの、Ａ、Ｂ、Ｃ分析をして次にいけるも

の、まだどうかなという区分けをした中で集中

的に取り組むことも一つのやり方なのかなと思

います。そして、大規模な方も中には白ねぎと

かでいましたが、ほとんどの農家が自分の個の

農家を守って、いろんなものを作りながら、１

年間の収入を確保していく方が多いのかなとい

う印象を持ちました。 

 だから、一つのものをやっていく中で、熟練

の方にもぜひ外に一緒に出ていただいて、外を

見ることによって、また新たなものを持ってき

てやるときに、若い方たちと一緒に、ただ教え

るのではなくて、一緒に新たなものをつくるこ

とも非常に大切なのかなと思います。そうしな

いと、どうしても自分の幅だけになってしまう

ので、そういう思いがします。 

 ただ、他産地だとか、いろんなことも組み込

まれているから予算化してあげて、そういうメ

インのところに、九州の管内でこれとこれを見

ればこれとこれに次は行こうよとか、何かそう

いうものがでてくると思います。それと最後に、

試験研究についてのこれからの大分県の情報の

中で、日経新聞に九州で予算は最下位だよとい

う記事を見た記憶があるので、試験研究といっ

ても農業は幅広いので、どこにということはあ

るかもしれませんが、その試験研究に対するこ

れからの考え方もちょっとお伺いできればと思

います。 

吉止地域農業振興課長 現在、試験研究におい

ては特に短期集中品目、それから、次を担うも

の、いろんな試験をしているし、あわせて新た

な育種の関係、あるいは新たな栽培技術に取り

組んでいるところです。 

 そうした中で、さきほど井迫課長が申したと

おり、これからの取組に応じた弾力的な研究を

進めていきたいと考えています。 

古手川委員 基礎研究も含め、そういうものは

非常に大事だと思います。期間がかかったり、

なかなかすぐそれがものにならないとか、難し

い要素があると思います。ただ、行政として長

いスパンで見ながら、品目ごとにいろんな違い

もあると思いますが、１年間あるいは３年間と

いう短期間でやるぞという勢いと、そのときに

こそ、もう一回、基本的な部分がどうなんだと

いうことも議論をしていただければと思います。

ぜひよろしくお願いします。 

後藤委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

後藤委員長 委員外議員の方は、御質疑はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

後藤委員長 ほかに御質疑等もないので、以上

で諸般の報告を終わります。 

 この際、何かありませんか。 

吉止地域農業振興課長 一つ訂正をお願いしま

す。 

 さきほど有機ＪＡＳの関係で、大麦若葉につ

いては認証ができないとお答えしましたが、私

の記憶違いで認証できます。ヤクルトヘルスフ

ーズにはこちらから何回もアプローチしていま

すが、なかなか認証まで至っていないというこ

とで、これからも進めていきたいと思います。

大変失礼しました。 

後藤委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

後藤委員長 別にないようですので、これで農

林水産部関係の審査を終わりますが、ここで一

言、私からお礼を申し上げます。 

  〔委員長挨拶〕 

  〔佐藤農林水産部長挨拶〕 

後藤委員長 佐藤部長、ありがとうございまし

た。 

 せっかくですので、御退職される方々から、

これまでの農林水産業に関する思いや今後の後

輩職員へのメッセージなどを含めて、一言ずつ

いただきたいと思います。 

  〔中野審議監兼森林保全課長挨拶〕 

  〔景平審議監挨拶〕 

  〔山本工事技術管理室長挨拶〕 

後藤委員長 ありがとうございました。 

 御退職される皆様に、改めて感謝申し上げる

とともに、今後の御活躍をお祈りします。 

 それでは、これで農林水産部関係の審査を終

わります。 
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 執行部及び委員外議員の皆様はお疲れ様でし

た。 

 委員の皆さんはお残りください。 

 

  〔農林水産部、委員外議員退室〕 

 

後藤委員長 それでは、このメンバーでの委員

会はこれで最後になりますが、この際、ほかに

何かありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

後藤委員長 別にないようですので、ここで、

委員の皆さんにお礼を申し上げます。 

  〔委員長挨拶〕 

後藤委員長 それでは、これをもちまして委員

会を終わります。 

 大変お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


